
自転車に乗る時はヘルメットをかぶり
自分の命を守りましょう！

交通事故を起こすと…

一時停止場所では
①停止線の手前で必ず止まりましょう。
②左右の道が見えにくい場所では
交差点の角でもう一度止まり安全を確かめましょう。

答え
一時停止をしていない！

おでこと平行にかぶる

ベルトとベルトの間に耳を入れる

走る場所

歩道は 車道寄り をいつでも止まれる速さで走り、

歩行者のめいわくになる時は 一時停止 をしましょう。

保護者の皆様へ

年齢に関わらず
多くの責任が問われます。

自転車保険の加入が義務とな
りました。
自転車保険に加入しているか
確認しましょう。

【自転車損害賠償保険の加入義務化】
令和元年１０月１日施行

小学生が起こした自転車事故で、
約９５００万円の高額賠償事例も。

ヘルメットをかぶっていない！

ヘルメットの正しいかぶり方

ヘルメットは頭を守る大切なものです。

県条例

＜自転車は、車道左端を走りましょう＞

例外として歩道を走ることが出来ます

歩道を走れるのは・・・

●普通自転車等及び歩行者等専用の標識がある時

●１３才未満の幼児・児童

７０才以上の人が運転する時

静岡県交通安全協会静岡中央地区支部

STOP

ひもの長さはあごの下に
指１本が入るくらいの長さにする
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